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「ふるさと納税ワンストップ特例」
一定要件に該当すれば確定申告不要

ふるさと納税は、自分の生まれた故郷だけでなく応援したい自治体など、どの都道府県・市区町村

に対する寄附でも対象に、寄附金のうち2000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として

所得税・個人住民税から全額が控除される。

この税金の控除を受けるためには、これまでは確定申告を受ける必要があったが、本年４月１日か

ら「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まり、一定の要件に該当すれば確定申告が不要となっ

ている。

特例の適用要件は、(1)ふるさと納税先の自治体数が５団体以内であること、(2)ふるさと納税の寄附
金控除を受ける目的以外で確定申告書の提出を要しない者であることの２つで、要件のいずれにも該当す
る必要がある。これらの要件を満たし、各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出した
場合、所得税控除額を含めた額が翌年度分の住民税から控除されることになる。

ただし、５団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合や、医療費控除の適用など、ふるさと納税の有無
にかかわらず確定申告を行う人も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申
告を行う必要がある。また、特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更
があった場合、ふるさと納税を行った翌年の１月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出

しなければならない。


